
【 趣 】

（１）外形標準課税について

【外形標準課税導入の趣旨】

①事業規模に応じて薄く広く公平に

→ 税負担の公平性の確保

②受益に応じた負担を求める税に②受 負担を求 税

→ 応益課税としての税の性格の明確化

③安定的な行政サービスの提供のために

→ 地方分権を支える基幹税の安定化

④努力した企業が報われる税制に

経済の活性化 経済構造改革の促進→ 経済の活性化、経済構造改革の促進

【制度の概要】

対象となるのは 資本金１億円を超える法人。

（全法人約251万社のうち、約３万社が対象。）

１／４ が外形標準課税、３／４ が所得課税となるよう設計。

対象となるのは、資本金１億円を超える法人。

外形導入前

平成20年10月１日以降に

開始する事業年度から

【税率】

平成16年４月１日以降に
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(注) 所得割の税率は、年800万円を超える所得金額に適用される税率。



付加価値割額＝付加価値額×０ ４８％

（２）付加価値割・資本割の仕組み

給料、賞与、手当、退職 土地・家屋に係る支払賃借料支払利子から受取利子を 繰越欠損金控除前

＝ ＋ 単年度損益
収益配分額

報酬給与額(※)＋純支払利子＋純支払賃借料
付加価値額

付加価値割額＝付加価値額×０.４８％

給料、賞与、手当、退職
金等の合計額

土地 家屋に係る支払賃借料

から受取賃借料を引いた額

支払利子から受取利子を
引いた額

繰越欠損金控除前
の税法上の所得

単年度損益がマイナスの場合には収益配分額から欠損金額を控除

（参考）課税標準の計算は、法人税の各事業年度の所得を算出する際の損益計算にできるだけ準拠

収益配分額＝１３０

※報酬給与額のうち収益配分額の
７割を超える部分については、
課税標準から控除。
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報酬給与額 １２０
付加価値額＝１１１

＝収益配分額(130) ＋単年度損益(10) －雇用安定控除額(29)

法人税法に規定する資本金等の額

資本割額＝資本金等の額×０.２％

収益配分額(130) ＋単年度損益(10) 雇用安定控除額(29)

＝資本金等の額
法人税法に規定する資本金等の額

又 は 連 結 個 別 資 本 金 等 の 額

※１一定の持株会社については、総
資産に占める子会社株式の割合 子会社株式

課税標準
から控除

総資産 資本金等の額

資産に占める子会社株式の割合
分を課税標準から控除。

※２資本金等の額のうち１千億円を
超える部分について割落とし

その他の資産

子会社株式

課税標準

から控除

１兆円

資本金等の額

超える部分について割落とし。
１兆円を超える部分は課税標準
に算入しない。

１００％

５０％
1,000億円

5,000億円

圧縮後の課税標準
２５％

1,000億円

3,000億円
4,250億円


